
進歩t義期のカリキュラム改中における
市民性教育の構想

―「アメリカ民主主義の間題」を中心にして一

はじめに

近年、「市民性 (citizenship)」に関する議論

が活況を呈し、「市民性教育」の実践が探索さ

れている。イギリスでは、ロンドン大学のクリ

ック (BernardR. Crick)が議長を務めた市民

性教育諮問委員会 (TheAdvisory Group for 

Education on Citizenship) が1998年に「学校

での市民性教育と民主主義の教授」を発表し、

2002年から「市民性」のカリキュラムが中等教

育の必須科目として導入されている 1。また、ア

メリカでも、「社会科 (SocialStudies)」や「ア

メリカ政治 (theUnited States Government)」、

あるいは90年代以降の「サービス・ラーニング

(Service Learning)」の実践において、「市民

性の形成」が盛んに主張されてきている。「市

民性」の定義は一様ではないが、その中心戦略

の一つは、子どもたちがコミュニティの活動や

討議に参加することを通して、民主主義社会を

担う主体的な「市民」の育成を促すことにある

と言える20

だが、「市民性」の議論は、何も近年に始ま

ったことではない。アメリカでは、 20世紀初頭

の進歩主義期に「市民性教育」が活発に模索さ

れ、カリキュラムや教育方法の中で実現してい

た。パーカー (WalterC. Parker) によれば、

進歩主義期の「市民性教育」は、「個人の市民

的、政治的権利」と「代議制度と共和政体」の

確立を目指した19世紀リベラリズムに対する

「不満」に根差していたと論じている3。パーカ

ーは、伝統的なリベラル民主主義によって皮相
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的なものにされた「市民性」概念を、進歩主義

がより「生きた参加的なもの」として再定義し

たと捉え、その代表的な試みとして「アメリカ

民主主義の間題―経済的、社会的、政治的

(Problems of American Democracy 

Economic, Social, Political)」のカリキュラムの

創設を挙げている40

「アメリカ民主主義の間題」は、 1916年に中

等教育改革審議会 (Commissionon the 

Reorganization of Secondary School)の中の社

会科委員会 (Committeeon Social Studies)が

第12年生の子どもたちを対象にして構想した教

科である。この教科に関しては、これまでに幾

つかの先行研究が存在している。パーカーとは

異なる視角から進歩主義期の「市民性教育」を

取り上げたのは、社会科成立史の研究者である

サクセ (DavidW. Saxe)である。サクセは、

1910年代の社会科のカリキュラムが「生徒の個

性」を伸ばすことよりも、「社会奉仕、福祉、有

用性、効率性、責任の観念」を内面化し、「国家

に忠誠を尽くして、政府と役人に対する義務感

を持つこと」を「善き市民 (goodcitizenship)」

として構想したと述べる5。その上で、「アメリ

カ民主主義の問題」に関しては、科目名や形態、

方法、内容に至るまでほとんど規格化されてな

く、「実験的な科目」として位置づけられてい

たと指摘する匹また、森分孝治は、「アメリカ

民主主義の間題」のカリキュラムの原理や目標

に着目する。彼によれば、「アメリカ民主主義

の間題」は、「知的活動的な社会的市民性の育

成」を目的とし、「子どもが関心をもつ社会的



に重要な問題を内容」とし、「政治学・経済

学・社会学の側面から研究させ」、「その解決に

取り組ませる」点で、「社会科学を融合した総

合課程」であり、「社会科社会と規定できる性

格」のものであったと述べている70

本稿では、社会科委員会が提起した「アメリ

カ民主主義の問題」のカリキュラムに焦点を当

てて、進歩主義期の学校における「市民性教

育」の展開を考察する。 1910年代の「市民性教

育」の構想は、「社会科」のカリキュラムを中

心にして成立していた。「アメリカ民主主義の

問題」は、その主導的な教科としての役割を担

っていた。

1 . 社会科委員会における市民性教育の

構想

1913年に、中等教育改革審議会が組織され、

予備報告書が提出された。この審議会は、 1911

年に高等学校とカレッジの接合に関する委員会

(The Committee on Articulation of High 

School and College)が作成した第一報告書の

内容を受けて、創設された組織である。

高等学校とカレッジの接合に関する委員会の

委員長を務めたのは、もともとブルックリンの

数学教師であったキングスレー (ClarenceD. 

Kingsley)であった。委員に選ばれたのは、セ

ントルイスのイートマン高等学校校長のバトラ

- (William M. B叫 er)、ボストンのダイヤー

(Frank B. Dyer)、ニュージャージーのエヴァ

ンス (CharlesW. Evans)、シカゴ大学のジャ

ッド (CharlesH. Judd)、カリフォルニア大学

のランゲ (AlexisF. Lange)、フィラデルフィ

アのウィリアム・ペン高等学校のルイス (W.

D. Lewis)、マサチューセッツ州教育副長官の

オー (WilliamOrr)、デンバーのスマイリー

(William H. Smiley) といった同時代を代表す

る教育者たちであった。
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1911年の高等学校とカレッジの接合に関する

委員会の第一報告書では、委員会の目的を高等

学校の学科課程の再計画を図るとともに、カレ

ッジ段階の教育の門戸開放を行うことにあると

明記している。そのために、以下の課題が掲げ

られている。

「(a)個々の教科が高等学校の生徒の必要性に沿

うように、多様な目的、効率的な方法、

種々の教材の報告書を作成する。

(b)経験の浅い教師が最初から正確な視点を持

つことができるように保障する。

(c)高等学校の必要性を、教師たちがその地位

に見合うような教育機関を設立する以前に

築く。

(d)高等学校の生徒たちの実際的な必要性を満

たすような学科を、カレッジの入試として

保障する。」8

中等教育改革審議会は、高等学校とカレッジ

の接合に関する委員会に、 1912年から13年の間

に設立された個々の委員会を加えて構成された。

具体的には、英語、社会科、自然科学、古典、

現代言語、家庭、技術、音楽、ビジネス、農業

など、それぞれの教科に分類された委員会が設

立された。最終的に、中等教育改革審議会は14

の委員会を結成し、全米教育協会 (National

Education Association)から委員の任命を受け

ている。各委員会の委員は、地理的な偏りがな

いように、 30に及ぶ州から選出された。

委員会は、 1912年の12月と 13年の 2月にフィ

ラデルフィアで会議を開催している。この会議

の議題に基づいて、中等教育改革審議会の予備

報告書が作成された。予備報告書は、全米教育

協会の会議で議論され審議を受けることによっ

て、 13年の 7月13日に採択されるに至った。こ

の報告書は、合衆国内のすべての高等学校に配

布することが意図された。これによって、学校

現場や種々の教育機関において、多大な支持を

獲得したことが報告されている閃



中等教育改革審議会の中の社会科委員会の委

員長を務めたのは、ヴァージニア州のハンプト

ン・インステイテュート (HamptonInstitute) 

の教師であったジョーンズ (ThomasJesse 

Jones)である。ハンプトン・インステイテュ

ートは、 1858年に黒人や移民の青年たちを対象

にして設立された高等教育機関である。この教

育機関に1902年に赴任したジョーンズは、 1909

年までの在職期間中に黒人や移民の子どもたち

を「市民」として育成する観点から、教科とし

て最初の「社会科」の教授に携わった10。彼の

ほかに社会科委員会を構成したのは、同じくハ

ンプトンの教師を務めたアーリー (William

Anthony Aery)、フィラデルフィア教育学校

のバーナード (J.Lynn Barnard)、デンバーの

イースト高等学校のバレット (H.M. Barret)、

ボイデン (F.L. Boyden)、ブランソン (E.C. 

Branson)、バーチ (HenryR. Burch) などい

った委員である。

社会科委員会は、「社会科」の教科目標を子

どもたちの「市民性」の確立に置くと表明して

いる。 1913年の予備報告書では、次のように述

べられている。

「高等学校の社会科の教師たちは、その地域

の市民性を高めるにあたって、他のどの集団よ

りも恵まれた最良の機会を提供されているとい

うことは明瞭である。この完全な主張は、次の

ような事実に基づいている。すなわち、 100万

人にも及び、 3分の 1を占める高等学校の生徒

たちというのは、勉強と実践の両方を通して、

社会的精神の真剣かつ休系的な獲得に向けて導

き得るおそらく世界で最大の人間集団であろう

という事実である。」11

この中では、子どもたちの「市民性」を形成

するにあたって、「社会科」の教師が置かれて

いる状況と使命が明確にされている。その上で、

「社会科」の目的は、次のように述べられてい

る。
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「善き市民性が高等学校の社会科の目的である

べきである。学校全体を通じた行政や教授がコ

ミュニティの社会福祉に貢献すべきである一方

で、社会科はこの領域で直接的な責任を持って

いると言うことができる。人間の向上の方法の

理解に直接的に貢献しない事実、条件、理論、活

動というのは、何の主張もないものである。」12

「社会科」の目標は、「善き市民性」の形成と

して表現されている。しかし、この中で重要な

のは、「市民性」概念が示す内容についてであ

る。報告書では、「市民性」は「コミュニティ

の社会福祉」に貢献するという観点から理解さ

れている。コミュニティの中で生活し生きるこ

とが、獲得されるべき「市民性」の内容として

定義されているのである。「社会科」は、次の

5つの主題から構成された。

「(1)コミュニティ・シビックスと職業調査。

(2)1600年代ないし1700年代までのヨーロッパ

史。

(3)1600年代ないし1700年代以降のヨーロッパ

史。

(4)1760年以降のアメリカ合衆国の歴史。

(5)経済学と公民理論と実践。」13

「コミュニティ・シビックス」においては、

「個人であれ、私的機関であれ、政府であれ、

善き市民がなし得る活動のすべて」が教育内容

とされることが表明された。そして、生徒たち

が「自身のコミュニティの公民的条件」につい

て精通することが、「市民性」の条件として明

確化された。具体的な主題として、「コミュニ

ティ・シビックス」では、「コミュニティの健

康」、「公共的なレクリエーション」、「道路、道、

車、水、ガス、電気などの公共施設」、「家族の

収入」、「貯金と保険」、「貧困とその除去、貧民

の保護」、「犯罪と改革：少年裁判所」、「年齢、

性、職業、国籍に関連する人口分類」、「都市生

活」、「農村生活」、「環境と自然資源の保存」、

「人権対所有権」、「群集の衝動的行動と利己的



な伝統の保守」、「教育の社会的段階と校舎の利

用」、「政府機構」といった単元が挙げられてい

る。この中で、「政府機構」の学習よりも、コ

ミュニティの実際的な生活に関わる学習が重視

されたことが特徴的である。その理由として、

報告書では「大統領の選出方法」について知る

ことよりも、「自分が住んでいるコミュニティ

の保険担当官の義務」を理解することの方が有

用であると述べている。

「それゆえに、これらの科目のどれ一つをと

っても、生徒を疲弊させるような知識の提供を

目指しているのではなく、むしろこれらの問題

を彼ら自身と彼らのコミュニティにとって重要

な鍵になるものとして提供し、自身の環境につ

いてさらに知りたくなるような欲求を呼び起こ

すことを目指しているということを理解するこ

とが大切である。彼らを『公民的に』思考させ、

可能であれば『公民的に』生きることを支援す

るのである。教師と生徒は、自分たちが生きて

いる事柄を学習するということを認識しなけれ

ばならない。」14

また、「歴史」も同様の観点から、「善き市民

性」の確立を教科の目標に設定している。報告

書によれば、「国王と勇士の行為」を記録し、

「一般市民の労働」を看過した「歴史」に代え

て、「私たち自身の制度や活動に関わる記録」

を扱うものとして、「歴史」のカリキュラムを

再構築する必要性を説いている。すなわち、

「少数者の栄光と夢」よりも「多数者の労働と

計画」の記録の方が重要だとして位置づけられ

ている 150 

このように、社会科委員会は、「善き市民性」

を正面に据えることで、教科の存在根拠を示し

ていった。「コミュニティ・シビックス」、「歴

史」、「公民」、「経済学」から構成される「社会

科」のカリキュラムは、これを推進する役割を

与えられることになった。なかでも、「市民性」

の概念は、コミュニティの中で子どもたちが生
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活し、自身の環境について学習することと関連

して提起されていた。「市民性」は、権利や法

律などの政治概念として想起されるよりも、コ

ミュニティの大人たちの労働や生活を理解し行

動することへと焦点が移行していくことになっ

た。そこでは、国家や州の政府機構や行政組織、

法制度に関わる中立的、抽象的な内容の学習し、

社会におけるその保障を目指すよりも、コミュ

ニティ生活の中で生起する具体的で実践的な事

柄の学習が強調されるようになった。「市民性

教育」は、コミュニティの実際的な生活におけ

る有用性との連関から理解されたのである。

2 「アメリカ民主主義の問題」のカリ

キュラム

社会科委員会は、ダン (ArthurWilliam Dunn) 

が委員会の幹事を務めることによって、政策を

発展させていった。予備報告書の構想は、 1916

年に委員会の最終報告書として提出された『中

等教育における社会科』へと結実した。最終報

告書の序文では、「社会科」が「市民性を増進

するための顕著な機会を持つ」という見解が示

されている見

『中等教育における社会科』では、「社会科」

は「人間社会の組織化と発展」と「社会集団の

成員としての人間」に直接的に関係する教科と

して位置づけられている。そして、社会科の学

習を通じて、「市民性の育成」を行うことが掲

げられている。

「アメリカの高等学校の社会科は、善き市民

性の育成という意識的で不変的な目的のために

行われるべきである。私たちは、近隣における

『善き市民性』というものを、その近隣の『完

全に効率化された成員』と同一のものと見なし

ている。しかし、特にそれは政治単位としての

自身の市、州、国家への忠誠心と義務感によっ

て特徴づけられる。」17



ここでは、「善き市民性」を「効率性」と「忠

誠 L、」と「義務感」の観点から定義している。

すなわち、「市民」とは、自らが在住するコミュ

ニティの「効率的な成員」としての役割を担う

とともに、市、州、国家への「忠誠心」と「義

務感」を所持することが条件として提示されて

いた。その上で、報告書では、「社会科」が国

家や州といったいかなる区分をも超えた「『ワ

ールド・コミュニティ (worldcommunity)』

の成員としての感貨を育成するべきである」と

論じている。しかし、それに続けて、「善き市

民性の育成」の第一歩となるのは、「国家の理

想」、「国家の効率性」、「国家への忠誠心」、「国

家への自尊心」の実現にあると表明している。

「市民性教育」は、地域、州、国家、世界全体

との関連で構想されながらも、それを実現する

レベルでは、国家の優位性が強調されているの

である巴

社会科委員会が提案したのは、第 9年生から

第12年生までの「社会科」である。その中で 7

年生から 9年生までの中学校段階では、「地理」、

「ヨーロッパ史」、「アメリカ史」、「公民」を学

習し、 10年生から12年生の高等学校では、「ヨ

ーロッパ史」、「アメリカ史」、「民主主義の間

題」の科目を学ぶことが推奨された。そして、

これらの教科がそれぞれに分断されるのではな

く、適切に関連づけられることが重視された。

「地理」は、「歴史」と「公民」と「密接に相関

しているべき」であり、「完全に社会化される」

ことが必要であると述べられている。「公民」

は、 1913年の予備報告書における「コミュニテ

ィ・シビックス」の内容に類するべきことが主

張された190 

「アメリカ民主主義の問題」は、 12年生の子

どもたちを対象にして構想された教科である。

12年生という中等教育の最終学年に設定された

ことが示唆しているように、「社会科」の基本

理念である「善き市民性」の確立を最も体現す
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る教科として位置づけられていた。この教科が

意図するところは、社会科委員会が構想する

「公民」や「歴史」の教科目標と矛盾するもの

ではない。むしろ、それらを踏襲して教授しよ

うとするところに特徴がある。だが、「公民」

や「歴史」の教科が社会科委員会の設立以前か

ら実践されていたのに対して、「アメリカ民主

主義の問題」は1916年の段階ではじめて創案さ

れた教科である。それは現実の社会が直面して

いる実際的な間題や、人々のコミュニティ生活

の行動に対して、より積極的な責任を担う教科

として提示されている。

「社会生活における重要な問題の幾つかに対

して、より明確でかつ包括的で、より深い知識

を提供し、より知性的で活動的な市民性を保障

することを目的として、高等学校の最後の学年

に置かれた社会科の最高段階の教科であるべき

だということは、一般的に合意されている。こ

の教科に先立つ教科と同様に、それは生徒の

『現在の成長の必要性』を提供すべきであり、特

に公民や歴史の教科を通じて、生徒がこれまで

に受けた教育を基盤にしているべきである。」20

「アメリカ民主主義の問題」は、「公民」や

「歴史」を包括する「社会科」の総合的な教科

としての位置を付与されていた。教科を構成す

るのは、従来、「公民」などで教授されていた

「政治学」や「社会学」に加えて、「経済学」に

関する事柄の学習であった。報告書では、「経

済学の原理」が「高等学校の教育においてより

明確な位置を見出されるべきである」という正

当な見解が多数寄せられたと述べている。

「アメリカ民主主義の問題」は、予備報告書

の内容と同様に、政治や経済のシステムに関す

る知識を抽象的、中立的な仕方で獲得すること

が目指されているのではない。「市民性」は、

国家や朴l政府の行政や制度の手続きを知識とし

て習得すること以上に、「知性的」かつ「活動

的」な概念として提示されている。生徒が教科



の学習を通して、「社会生活における重要な問

題」を追究し解決を探ることが推進されている

のである。従って、教科の教授方法も、「政治

学」、「経済学」、「社会学」の学問的成果を客観

的、科学的に伝達することよりも、むしろ社会

の「様々な状況の具体的な問題」を扱うことが

重視された巴

「中等教育に当然必要とされる事項を維持し

ながら、様々な社会科学の要求を正当な仕方で

満たすことのできる唯一の方法として委員会が

提示するのは、形式的な社会科学に基づいて教

授を組織することではなく、社会における決定

的重要性と生徒の直接的な関心といった具体的

問題に基づいて教授を組織することである。換

言すれば、この提案は、……自身の生活におい

て、あるいは政治学的、経済学的、社会学的な

様々な局面において発生する実際的な問題、課

題、条件について勉強することである。これら

の問題や課題は、年ごとに、そしてクラスごと

に当然異なるものであるが、それらは(1)クラス

の直接的な関心と、 (2)社会における決定的重要

性に基づいて選択されるべきである。」22

この中で、コミュニティ生活における政治的、

経済的、社会的な課題に関する具体的で実践的

な主題を取り上げることが表明されている。そ

の根拠として、「私たちが科学を利用するのは、

私たちの問題と条件を解釈するためである」と

述べられている。また、「すべての間題と条件

は、多くの側面を持っており、様々な科学の利

用を伴うものである」と主張されている。現実

の生活において生じる間題というのは、数多く

存在する科学の中のどれか一つの限定的な分野

に対応して発生するのではなく、それらは個々

の科学的側面を持っているのであり、相互に関

わり合っているものなのである。ここでは、カ

リキュラムは、コミュニティの実際の生活との

連関から構成されるものだという哲学が反映さ

れている。
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報告書では、移民の単元を例に取り上げて、

移民問題の経済学的、社会学的、政治学的な観

点に基づいた具体的な学習主題を説明している。

すなわち、「移民の経済学的連関」では、「生

産」に関わる「労働供給と他の産業的問題」、

「消費」に基づく「生活水準」、「土地所有の問

題」が学習課題に挙げられ、「移民の社会学的

連関」では、「都市への集中といった人口移動

と配分」、「人種の混合に見られる移民の同化」、

「健康問題などの重要な統計」、「教育と宗教に

関わる問題」、「芸術や科学、倫理における移民

の社会的貢献」についての内容が紹介され、

「移民の政治学的、政治上の問題」では、「移民

の政治理念」、「帰化と、その方法と混乱J、「行

政と移民法」、「移民によって生じ、あるいは複

雑化される地方自治政府の問題」などが単元と

して列挙されている。

このように、「アメリカ民主主義の間題」は、

「生徒の直接的な関心と必要性」に基づいて、

「民主主義の具体的な問題」を学習することが

目指された。報告書では、「特定の知識体の本

質的価値」ではなく、「中等教育の目的」に基

づいて教授されるべきことが明確にされている。

そして、この観点に従うと、「どの、あるいは

すべての社会科学の包括的な知識の獲得」より

も、「子どもたちが直面する社会現象の観察に

おいて経験と実践」を提供することが重要であ

り、そのために「すべての社会問題が多くの側

面を持ち複雑であり、入手し得るすべての事実

の公平な熟慮に基づいて社会的判断を形成する

習慣を獲得する」ことが大切であると述べられ

ている230

おわりに

1990年代以降、アメリカでは、「市民性教育」

が積極的に推進されるようになっている。 94年

の「ゴール2000:アメリカ教育法」では、「生



徒の達成目標と市民性」という項目が作成され、

すべての生徒が「善き市民性」、「健康」、「コミ

ュニティ・サービス」、「個人的責任」の増大に

努めることを通じて、「市民性」の獲得を奨励

し証明することが目的に掲げられている丸こ

れを受けて、「社会科」や「公民」、「サービス・

ラーニング」、「特別活動」などにおいても、地

域やコミュニティの自治や政治に子どもたちが

参加し、将来の社会を担う「善き市民的資質」

の獲得を意図する教育プログラムが開発され実

践されるようになっている。

こうした近年の「市民性教育」の隆盛は、進

歩主義期のカリキュラムにその思想的、政策的、

実践的な成立基盤を求めることができる。特に、

1910年代のカリキュラム改革は、「市民性」の

概念を政治概念から生活を基盤とする概念に拡

張し、子どもたちがコミュニティの中で生きる

「市民的存在」の形成を意図した点で、革新的

な学校構想を実現していた。中等教育改革審議

会の中の社会科委員会は、「地理」と「歴史」

と「公民」を「社会科」の軸に据えて、「市民

性教育」を推進した。「市民性」は、より参加

的で実践的なものとして再定義されていった。

「アメリカ民主主義の問題」は、この一連の

改革を促進する教科として位置づけられていた。

そこでは、様々な科学の内容のどれか一つを教

授したり、所与の科学的、学問的分類に従って

教授したりすることが意図されているのではな

い。また、政治学や経済学が扱う行政制度や組

織、生産と消費といった課題を中立的で抽象的

な仕方で学習することが目指されているのでも

なかった。むしろ、社会生活において生じる

「民主主義の具体的な問題」を、「生徒の直接的

な関心と必要性」の観点から学習することが探

究されていた。現実に生起する諸問題を、政治

学的、経済学的、社会学的な手法を用いて解明

し、生徒たちの自らの活動と実践へと発展させ

ていくことが奨励された。「市民性」のカリキ
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ュラムは、生徒たちがコミュニティの中で生き

る実際生活との関わりから理解されたのである。

しかし、この時期の「市民性教育」は、コミ

ュニティの実践的で具体的な問題を民主主義に

照応して解明することを擁護しながら、その一

方で、社会の「効率性」や国家への「忠誠心」

を強調する傾向に拍車を掛ける結果を招くこと

になった。「市民性」の概念は、 13年の社会科

委員会の予備報告書では、コミュニティの実際

的な生活の有用性との関連で理解されている。

16年の『中等教育における社会科』は、それを

「効率性」と「忠誠心」と「義務感」へと発展

させていくことへと結実した。ここでは、政府

機構や憲法などの政治的、法的概念における社

会参加によって「市民性」が捉えられるよりも、

むしろ道徳的、効率的な観点から「市民」とし

ての役割が期待されている。「市民性教育」は、

子どもたちの参加的で活動的で実践的なカリキ

ュラムを構成する一方で、それを社会的効率や

国家の優位性のもとに統合する動きと並行して

推進されることになったのである。
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